
「工期設定要領」（別紙－１）新旧対照表

改 定 現 行 備考

(錯誤)

工期設定要領

１目的
この要領は、建設管理部が発注する請負工事の工期設定に際し、週休２日を踏まえた適正

な工期の設定方法や関連事項等について定める。

２工期設定

（省略）

６）工期設定日数の確認
上記１）～５）により設定した日数の合計日数をこれまでの同種類似工事の実際にかか

った工期と比べることにより、工期日数の妥当性を確認する。（目安としては、実績値の－
１０％以上乖離した場合に確認する）
次の工期日数算定式は、国が調査した過去５年間の実績から導かれた工事費と工期の関

係式で、この算定式を用いて算出した工期がこれまでの実績の平均日数であり、この日数
を参考に確認すると良い。
ただし、土木工事においては、その地域や箇所の特性等から工種や工事金額規模が同じ

であっても、必ずしも必要な工期が同じになるとは限らないことに注意すること。

【工期日数算定式（参考値）】
Ｔ＝Ａ×Ｐｂ

Ｔ：工期
Ｐ：直接工事費
Ａ、ｂ：係数（右表による）

※当算定式により算出された
工期日数は、あくまで参考値
である。

工種 A b 工種 A b
河川工事 17.22 0.1484 公園工事 3.46 0.2348
河川・道路構造物工事 1.06 0.3094 電線共同溝工事 0.03 0.5123
海岸工事 1.89 0.2638 橋梁保全工事 1.94 0.2755
道路改良工事 2.05 0.2715 道路維持工事 11.50 0.1780
鋼橋架設工事 4.98 0.2391 河川維持工事 59.99 0.0861
ＰＣ橋工事 0.62 0.3357 トンネル工事 0.48 0.3527
舗装工事 0.93 0.3039 下水道工事（１） 0.32 0.3771
舗装工事（新設） 4.26 0.2243 下水道工事（２） 2.72 0.2561
舗装工事（修繕） 0.36 0.3554 下水道工事（３） 2.21 0.2725
砂防・地すべり等工事 1.80 0.2772 下水道工事（４） 1.00 0.3005

漁港工事※1 0.30 0.3400
※1 海上作業の場合は船舶供用係数で日数を補正（＝海上作業/陸上作業）

（省略）

工期設定要領

１目的
この要領は、建設管理部が発注する請負工事の工期設定に際し、週休２日を踏まえた適正

な工期の設定方法や関連事項等について定める。

２工期設定

（省略）

６）工期設定日数の確認
上記１）～５）により設定した日数の合計日数をこれまでの同種類似工事の実際にかか

った工期と比べることにより、工期日数の妥当性を確認する。（目安としては、実績値の－
１０％以上乖離した場合に確認する）
次の工期日数算定式は、国が調査した過去５年間の実績から導かれた工事費と工期の関

係式で、この算定式を用いて算出した工期がこれまでの実績の平均日数であり、この日数
を参考に確認すると良い。
ただし、土木工事においては、その地域や箇所の特性等から工種や工事金額規模が同じ

であっても、必ずしも必要な工期が同じになるとは限らないことに注意すること。

【工期日数算定式（参考値）】
Ｔ＝Ａ×Ｐｂ

Ｔ：工期
Ｐ：直接工事費
Ａ、ｂ：係数（右表による）

※当算定式により算出された
工期日数は、あくまで参考値
である。

工種 A b 工種 A b
河川工事 17.22 0.1484 公園工事 3.46 0.2348
河川・道路構造物工事 1.06 0.3094 電線共同溝工事 0.03 0.5123
海岸工事 1.89 0.2638 橋梁保全工事 1.94 0.2755
道路改良工事 2.05 0.2715 道路維持工事 11.50 0.1780
鋼橋架設工事 4.98 0.2391 河川維持工事 59.99 0.0861
ＰＣ橋工事 0.62 0.3357 トンネル工事 0.48 0.3527
舗装工事 0.93 0.3039 下水道工事（１） 0.32 0.3771
舗装工事（新設） 4.26 0.2243 下水道工事（２） 2.72 0.2561
舗装工事（修繕） 0.36 0.3554 下水道工事（３） 2.21 0.2725
砂防・地すべり等工事 1.80 0.2772 下水道工事（４） 1.00 0.3005

漁港工事※1 3.09 0.3400
※1 海上作業の場合は船舶供用係数で日数を補正（＝海上作業/陸上作業）

（省略）


